
TEACCHプログラム研究会大分支部会則 

 

第 1条（名称） 

  本会は、TEACCHプログラム研究会（以下研究会）大分支部と称する。 

 

第 2条（目的） 

本会は、TEACCH プログラムより学んだことの実践・研究を通して家族・援助者の資質と技術の向上をは

かる。また、社会への啓蒙活動に努め、自閉症児・者、その他の発達障害児・者への治療教育・援助の質的

向上により、かれらの社会参加・自立の一助となることを目的とする。 

   

第 3条（事業） 

  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１．TEACCHプログラムに関する研究および実践 

２．講演会の開催およびセミナーへの参加 

３．専門職間および家族間の連携、また専門職と家族間の連携 

４．専門職に対する研修・育成 

５．機関誌、その他の刊行に関する事業 

６．その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業 

 

第 4条（事務所の所在地） 

本会の所在地は、事務局所在地とする。 

 

第 5条（会員の資格） 

  会員は、次の条件のいずれかに該当するものとする。 

１．自閉症並びに発達障害に関連する領域で、研究や実践に取り組んでいる者 

２．自閉症並びに発達障害のある人をもつ家族 

３．自閉症並びに発達障害に関連する領域の研究や実践、本人支援に関心のある者 

 

第 6条（入退会） 

１．入会を希望する者は、入会金 1,000円と年会費と入会申込書を添えて支部に申し込まなければならない。 

２．退会する時は、本部事務局に通告しなければならない。 

３．１年間、会費を滞納したものは退会とみなす。 

 

第 7条（会費） 

会員は以下に示す会費を納めなければならない。 

１．年会費 4,000円（うち 2,000円を支部会費、2,000円を本部会費とする） 

２．既納の会費は返納しない。 

３．自閉症並びに発達障害のある人をもつ家族は１家族で 4,000円とする。 

※ 平成 21年度分については、10月からの活動開始となるので、支部会費の 2,000円のみとする。 

 

第 8条（役員） 

支部会として次の役員（理事）をおく。 

１．支部長１名、副支部長若干名とする。 

２．監事２名とする。 

 



 

 

第 9条（役員の選任） 

  役員は、総会において会員の中から選任する。 

 

第 10条（任期） 

  役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。 

役員に欠員ができた場合は、理事会において、適切な人物を選任する。 

 

第 11条（支部長及び副支部長） 

  支部長は、本会を代表する。副支部長は支部長を補佐し、支部長がその職務を遂行できないとき職務を代行

する。 

 

第 12条（監事） 

  監事は、本会の会計および会務の執行状況を監査する。 

 

第 13条（理事） 

  理事は理事会を組織し、会務を執行する。 

 

第 14条（総会） 

  総会は最高議決機関とし、支部長は毎年１回通常総会を招集しなければならない。 

  支部長が必要と認めるとき、また会員の３分の２以上の請求があるときは臨時総会を開くことができる。 

総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。 

 

第 15条（経費） 

  本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもって当てる。 

 

第 16条（予算および決算） 

  本会の予算は、理事会を経て総会において決定する。支部長は毎会計年度終了後、遅滞なく決算報告を作り、

監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。 

 

第 17条（会計年度） 

  本会の会計年度は、毎年１月１日に始まり、12月 31日に終わる。 

 

第 18条（会則の変更および解散） 

  本会則を変更、または本会を解散しようとするときは会員の 3分の１以上または理事会の過半数の提案によ

り、総会において出席会員の 3分の 2以上の同意を得なければならない。 

 

附側 この会則は、2009年 ７月 ４日より施行する。 

 

現行の会則に相違ないことを証明する。 

 

平成 21年  7月  4日 

TEACCHプログラム研究会大分支部   

理事長 三ヶ田智弘 


